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拝 啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度、平成 28 年 8 月 10 日付毎日新聞夕刊および貴社ウェブサイト

（http://mainichi.jp/articles/20160810/k00/00e/040/252000c）に掲載された「舛添氏批判

の議員に『不思議な支出」 政活費公開」の記事における、私の調査委託費用についての

記事を拝見しました。しかし、同記事中の記載には、後記のとおり明らかな事実誤認等が

ある上、記事に接した読者に誤った印象を与えかねないものであり、貴社からの取材に対

して誠実に対応したにもかかわらず甚だ遺憾であります。 

つきましては、下記のとおり、記事内容の訂正等を申し入れ、また、質問をさせていた

だくものです。 

 

記 

 

1.「黒塗り」に関する記載について 

 

「領収書には渋谷区内のビル４階にある『ファクチャー』が支出先と記されていたが、そ

の他の記載と印章部分は個人情報として黒塗りになっていた。」との記載があります。 

同記載は、前後の記載も併せて読めば、いかにも私が「舛添前知事の黒塗りは糾弾して

おきながら、自分は黒塗りで逃げようとした」という印象を与えかねないものです。しか

し、これは、議会局が個人情報を守るルールとして黒塗りで公開しているものです。さら

に申し上げますと、私が舛添前知事の黒塗りを批判していたのは金額や内訳の部分であっ

て、関係者や職員の個人情報をも含むあらゆる情報のすべてを公開するべきだとは主張し

ておりません。上記の記載は、これらの点を適切にご認識・ご理解いただけないままなさ

れたのではないかと考えざるを得ず、率直に残念です。 

 

2.「ファクチャー」の住所及び実態並びに「ファクチャーに」関する私の発言について 

 

領収書の宛名欄に表示のある「ファクチャー」につきましては、上記記事中、「ビル関

係者は『その名前は聞いたこともない』と指摘した」という記載（以下「記載①」）、およ

び、私がファクチャーについて「現在は休止している」と説明したとの記載（以下「記載



②」）があります。 

しかしながら、後記のとおり、これらの記載①・②には、貴社の取材に対する私の回答

にもかかわらず事実誤認があるか、あるいは、同回答を踏まえていただけていないと思わ

れる上、前後も含めて両記載を通覧すると、あたかも、私の調査委託費（政務活動費）に

関して不適切な点があったのではないかとの印象を与えかねないものです。 

そこで、これらの記載につき、以下のとおり、質問及び訂正等を申し入れます。 

 

【記載①（ファクチャーの住所・実態に関する点）について】 

この点につきましては、私からの回答書において詳細な説明をするとともに、ファクチ

ャーの住所や実態に関する状況を証明できる方を紹介しています。なお、この点について

は、他の複数のメディアから問合せを受けて同様の説明をしてきましたが、いずれもファ

クチャーまたはご紹介した方やその方の会社に追加取材をかけて実態調査を行なっていた

だいたと聞いています。 

そこで、ご質問ですが、 

（質問） 

（１）こちらが回答書でお答えした会社・関係者に対して、追加取材は行なっていただけ

たのでしょうか。 

（２）行わなかったとすれば、その理由を教えてください。行なった上で記事にされたと

いうことでしたら、その判断をした根拠をお示しください。 

 

【記載②（「ファクチャー」に関する私の発言に関する点）について】 この点につきま

しては、私から貴社に対して、「ファクチャー」が「現在休止している」との回答をした

ことは全くなく、かつ、そのように受け取れる回答をしたこともありません。 

強いて申し上げれば「ファクチャー」に関するご質問とは別のご質問において、「ソー

シャルボイスラボ」の活動が「休止している」という言葉が出てきていますが、これをも

って調査委託先である「ファクチャー」が現在休止していると解釈するのは不可能です。 

 そこでご質問等ですが、 

（質問）当方の回答書の文面のどの部分をもって、ファクチャーは「現在は休止してい

る」という私の発言として記載したのか、根拠を明確にご説明ください 

 

（記事内容訂正および謝罪の申入れ）いずれにせよ、ファクチャーは休止をしておらず、

私がそのように説明をした事実もありませんから、この記載は明白に誤りです。 

したがいまして、同記載については、すみやかな訂正と謝罪を求めます。 

 

 

以上、申入れおよび質問をいたします。 



お忙しいところ大変恐縮ですが、本書に対しては、平成 28 年 8 月 22 日（月）正午まで

に、書面（FAX、電子メールでも差し支えありません）をもってご回答ください。 

 

なお、本件についての担当記者さまによる追加取材および意見交換については、事前に

ご連絡をいただければいつもでお受けする所存です。ご高配のほど、何とぞ宜しくお願い

申し上げます。 
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